
既
設
住
宅
用
太
陽
光
発
電

と
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
の
設
置

窓
の
断
熱
改
修
費
を
補
助

　

設
置
ま
た
は
改
修
完
了
後
の

申
請
と
な
り
ま
す
。

対
象　

次
の
全
て
を
満
た
す
方

①
世
帯
全
員
の
市
税
に
滞
納
が

な
い

②
申
請
時
市
の
住
民
基
本
台
帳

に
記
録
さ
れ
て
い
る

③
市
内
で
所
有
し
居
住
す
る
既

存
の
住
宅
に
設
置
ま
た
は
改
修

し
た

申
請
開
始　

６
月
１
日(

月)

午

前
８
時
45
分
～(
土
・
日
・
祝

日
除
く)

申
請
・
問
合
せ

先　

環
境
衛
生

課
☎
０
７
２
・

４
３
３
・
７
１

８
６
、
ID
２
１
７
５
５

飼
い
主
が
い
な
い
猫
へ
の
不

妊
去
勢
手
術
費
用
を
補
助

　　

飼
い
主
が
い
な
い
猫(

市
内

に
生
息)

に
対
す
る
不
妊
去
勢

手
術
お
よ
び
耳
先
Ｖ
字
カ
ッ
ト

の
施
術
費
用
を
支
払
っ
た
市
内

在
住
者
に
、
手
術
費
用
の
一
部

の
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

空
き
家
無
料
相
談
会

　

空
き
家
を
お
持
ち
の
方
や
空

き
家
予
防
を
お
考
え
の
方
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

５
月
26
日(

火)

午
後
１

時
～
４
時

場
所　

市
役
所
５
階
相
談
室
兼

会
議
室

定
員　

４
組(

１
組
30
分
。
定

員
に
な
り
次
第
締
切)

予
約
・
問
合
せ
先 

ま
ち
づ
く

り
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

２
１
４

特
設
人
権
相
談（
無
料
）

　

６
月
１
日
は
「
人
権
擁
護
委

員
の
日
」
で
す
。
法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
人
権
擁
護
委
員

に
よ
る
特
設
人
権
相
談
を
開
設

し
ま
す
。
一
人
で

悩
ま
ず
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。

日
時　

６
月
１
日(

月)

午
前
10

時
～
午
後
４
時

場
所
・
問
合
せ
先　

人
権
政
策

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
１

６
０

税
理
士
無
料
相
談
会

日
時　

５
月
15
日
、
６
月
５
日
、

金
曜
午
後
１
時
～
４
時

場
所　

貝
塚
市
役
所
１
階
市
民

相
談
コ
ー
ナ
ー

予
約
・
問
合
せ
先　

近
畿
税
理

士
会
岸
和
田
支
部
☎
０
７
２
・

４
３
６
・
０
５
６
７

行
政
書
士
の
相
続
・
遺
言

無
料
相
談
会

日
時　

５
月
26
日(

火)

午
後
１

時
～
４
時

場
所　

貝
塚
市
役
所
１
階
市
民

相
談
コ
ー
ナ
ー

予
約
・
問
合
せ
先　

大
阪
府
行

政
書
士
会
泉
州
支
部
☎
０
７

２
・
４
５
７
・
９
１
８
６

日曜特設一般相談は第３日曜に予約制で実施【問合せ先】市民相談室☎072－433－7085

★土･日･祝日は休み。相談は無料です●各種相談一覧●

環 

境

相 

談

問合せ先日　　　　時 日　　　　時

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

第３水曜午後２時～４時
(祝日は翌日)

午前11時～午後５時

相　　談 問合せ先

午前10時～正午、午後１時～
４時30分☎433-7190(相談専用)

就労相談

消費者相談

医療相談

場　所場　所

市民相談
コーナー

市民相談
コーナー

消費生活
センター

就労支援センター

ひと・ふれあいセンター
☎422-7523

魅力づくり推進課
☎433-7232

相　　談

一般相談

法律相談

行政相談

生活困窮者
自立支援相談

教育相談(要予約)

総合生活相談

特設人権相談

子どもに関する相談

進路選択支援相談
(奨学金など)

母子・父子相談

市民相談室

☎433-7085

☎433-7086

子ども福祉課☎433-7021

①医療福祉相談(要予約)

②各種相談(要予約)

・がん・薬事・栄養

・医療安全・禁煙

上記の時間などは、申込時にご確認

ください。

③認定看護師による総合看護相談

平日午前９時～正午(予約不要)

午前９時～午後５時

木曜10時・11時・14時・15時

午前９時～午後５時15分

多重債務相談
毎週火曜(要予約)

午前10時・午後１時・３時

人権擁護委員による相談は、第３金曜午後１時30分
～３時30分：岸和田市立男女共同参画センター
第４水曜午後１時～４時：市人権政策課

ハート交流館☎432-5959

貝塚病院

☎422-5865(代表)

第２・４月曜(要予約)
午後１時～５時

予約時に決定女性相談

月・水・木曜
午前９時15分～午後４時45分

☎0120-222-674
教育相談

教育相談室
☎433-7110

教育研究
センター

人権政策課
☎433-7160

子ども相談センター☎433-7022

人権政策課

第１～４木曜、午後１時～４時
30分(２週間前から要予約)

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

◆
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

　

写
真
撮
影(

無
料)

と
申
請
書

作
成
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま
す
。 

　

そ
の
場
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
渡
し
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
後
日
、
交
付
通

知
は
が
き
を
お
届
け
し
ま
す
の

で
、
受
取
り
は
申
請
者
本
人
が

お
越
し
く
だ
さ
い
。

 

ま
た
、
国
の
定
め
る
本
人
確

認
書
類
を
お
持
ち
い
た
だ
く

と
、
ご
自
宅
へ
カ
ー
ド
を
郵
送

で
き
ま
す
。

 

な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
作
成
の
み
の
手
続
き
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

日
時　

５
月
17
日(

日)

午
前
10

時
～
午
後
１
時

場
所　

保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎

１
階

持
物　

通
知
カ
ー
ド(

お
持
ち

の
方)

、
本
人
確
認
書
類

◆
日
曜
開
庁(

予
約
優
先
制)

日
時　

６
月
７
日(

日)

午
前
９

時
～
正
午

場
所

　
保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎

１
階

問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
０
９
４

ID
２
７
９
７
８(

出
張
申
請
サ

ポ
ー
ト)

、
ID
２
７
８
１
１(

日

曜
開
庁) く

ら
し

家
庭
ご
み
の

ふ
れ
あ
い
収
集

　　

ご
み
出
し
を
自
力
で
行
う
こ

と
が
困
難
な
高
齢
者
・
障
害
者

世
帯
を
対
象
に
、
週
１
回
職
員

が
玄
関
先
ま
で
戸
別
収
集
に
伺

い
ま
す
。
希
望
に
応
じ
て
声
か

け
を
し
、
安
否
確
認
も
行
い
ま

す
。

　

ま
た
、
粗
大
ご
み
を
自
宅
の

部
屋
か
ら
出
す
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
職
員
が
支
援
し
ま
す
。

対
象　

世
帯
全
員
が
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
世
帯

①
要
介
護
３
以
上
で
あ
る

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２

級
を
所
持

③
療
育
手
帳
Ａ
を
所
持

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
を
所
持

※
た
だ
し
、
親
族
な
ど
の
協
力

が
得
ら
れ
る
方
や
病
院
・
施
設

に
入
院
・
入
居
中
の
方
は
対
象

外
で
す
。

※
申
込
受
付
後
、
自
宅
へ
伺
い

面
談
・
審
査
後
に
収
集
決
定
を

行
い
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
先　

廃
棄
物
対

策
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

０
０
９

ご
み
の
カ
ラ
ス
対
策

　　

市
街
地
の
カ
ラ
ス
は
、
人
間

が
出
す
生
ご
み
を
エ
サ
と
し
て

い
ま
す
。
カ
ラ
ス
被
害
を
な
く

す
た
め
に
、
ご
み
を
出
す
際
は

対
策
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
生
ご
み
は
水
気
を
十
分
切
り

新
聞
紙
な
ど
で
包
む
。
ま
た
は

紙
袋
に
入
れ
る
。
生
ご
み(

食

べ
残
し)

の
減
量
を
心
が
け

る
。

◎
目
の
細
か
い
防
鳥
ネ
ッ
ト

(

５
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
が
有

効)

で
ご
み
を
覆
う
。
防
鳥

ネ
ッ
ト
に
重
り
を
付
け
れ
ば
よ

り
効
果
的
で
す
。

◎
収
集
日
を
守
る
。

問
合
せ
先　

廃
棄
物
対
策
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
０

９

申
請
開
始　

６
月
１
日(

月)

午

前
８
時
45
分
～(

土
・
日
・
祝

日
除
く)

申
請
・
問
合
せ

先　

環
境
衛
生

課
☎
０
７
２
・

４
３
３
・
７
１

８
６
、
ID
３
１
２
８
８

ホームページ
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